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フランスにおける書籍デジタル化の動向
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　フランスは、文化・通信省の主導の下、フランス国
立図書館（BnF）が中心となり、書籍等のデジタル化
を推進している。その対象は、パブリック・ドメイン
の資料から始まり、著作権保護期間内にある著作物へ
と拡大しつつある。
　本稿では、フランスにおける書籍等のデジタル化の
進展を概観した上で、最新の動向である絶版書籍及び
孤児著作物のデジタル化について紹介する。

書籍等のデジタル化の進展
　BnF が書籍等のデジタル化を本格化させたのは、
1997 年の電子図書館 Gallica の公開からである。その
コンテンツ数は、現在、約 290 万点に達している（1）。
　Gallica の当初の構想は、主要作家の作品等を厳選
した百科全書的なカタログの構築であった。しかし、
2005 年頃になると、方針が変更され、網羅的なデー
タベースの実現に向けた試みが始まる。その背景に
は、前年に Google が発表した Google ブックス図書館
プロジェクトに対する危惧があった（2）。BnFは、2007
年に初めて大規模デジタル化の委託契約を企業（Safig
社、Banctec 社、Spigraph 社、Isako 社及び Diadéis 社）
と締結した。これにより約 10 万点の資料のデジタル
化が進められた（3）。
　このような中で、大きな話題となったのは、2012 年
に文化・通信省の支援の下に BnF によって設立され
た企業「BnF パートナーシップ」（BnF-Partenariats）
である。その目的は、企業との共同出資により、BnF
が所蔵するパブリック・ドメインの資料をデジタル化
することである。提携企業は、BnF が指定する資料
のデジタル化を行う。対象資料は、1470 年から 1700
年の図書のほか、新聞、手稿資料、レコード、楽譜、
写真、映画等である（4）。
　この事業の特徴は、出資の見返りとして、デジタル
化資料の最長 10 年間の排他的な商業利用権が提携企
業に付与される点である。この期間は、デジタル化資
料をインターネット上の Gallica で閲覧することがで
きない。ただし、BnF の館内であれば、この期間内
でも閲覧することができる（5）。
　例えば、2012 年 10 月には、1470 年から 1700 年ま
での 7 万点の資料のデジタル化を ProQuest 社に委託
することが決定され、10 年の排他的な商業利用権が

付与された。デジタル化された資料は、ProQuest 社
のデータベースである Early European Books におい
て提供されている。これらの資料の Gallica での公開
は、Early European Books での公開から 10 年後とな
る。

ReLIRE 計画―絶版書籍のデジタル化及び商業利用―
　このように、パブリック・ドメインの資料のデジ
タル化が進展する一方で、現在、著作権保護期間内
の資料のデジタル化に関する計画が進められている。
それが ReLIRE 計画である。ReLIRE 計画は、2012
年に制定された「入手不可能な 20 世紀の書籍の電子
的利用に関する 2012 年 3 月 1 日の法律第 2012-287
号」（6）による知的所有権法典（Code de la propriété 
intellectuelle）の改正により実現した。
　ReLIRE とは、Registre des Livres Indisponibles en 
Réédition Éléctronique の頭文字であり、「電子的再版
のための入手不可能な書籍の登録リスト」を意味する。
このリストには、採算性の問題等により再版されず、
入手不可能となっている著作権保護期間内の書籍が記
載される。ReLIRE 計画の目的は、これらの書籍をデ
ジタル化し、再版することにある（7）。
　ReLIRE 計画の対象となる「入手不可能な書籍」

（livres indisponibles）は、厳密には絶版書籍（livres 
épuisé）と区別され、次の要件を全て満たすものとさ
れている（知的所有権法典 L. 第 134-1 条）。

・ 著作権保護期間内である。
・ フランスで 1901 年 1 月 1 日から 2000 年 12 月 31

日までに出版された。
・ すでに商業的に流通しておらず、目下、印刷物で

もデジタル形態でも出版の予定がない。
　このような入手不可能な書籍がデジタル形態で再版
されるまでには、次の 3 段階を経ることになる。
　⑴リスト（ReLIRE）の公開（毎年 3 月 21 日）
　⑵共同管理への移行（毎年 9 月 21 日）
　⑶デジタル形態での再版
　それぞれの段階を具体的に見ると、まず、出版者、
著作権者及び BnF の代表者から成る「専門委員会」

（comité scientifique）がリストを作成する。このリス
トは、BnF により、毎年 3 月 21 日に公開される（同
L. 第 134-2 条及び R. 第 134-1 条）。掲載された書籍の
著作権者及び発行元の出版者は、リストの公開から 6
か月間、当該書籍をリストから除外するよう請求する
ことができる（同 L. 第 134-4 条）。
　次に、6 か月以内に除外請求がなかった書籍は、
共同管理状態（gestion collective）に置かれる。管
理を行うのは、著作権料の徴収と分配に関する団体

（société de perception et de répartition des droits：＊調査及び立法考査局海外立法情報課
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た孤児著作物である。具体的には、本、雑誌、新聞及
びその他の活字の資料のほか、視聴覚資料なども含ま
れる。
　デジタル化の権利が与えられる機関は、一般利用が
可能な図書館、博物館、美術館、文書館、視聴覚資料
の収蔵機関、教育機関等である。これらの機関は、デ
ジタル化にあたり、まず、著作権者やその所在につい
て調査しなければならない。
　孤児著作物のデジタル化及び公開は、あくまで文化
的、教育的な目的に限られ、経済的、商業的利益を追
求してはならない。ただし、デジタル化及び利用提供
にかかる費用を補償する目的であれば、最長 7 年間、
料金を徴収することができる。
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SPRD）のうち、文化・通信省が認可する団体である（同
L. 第 134-3 条）。実際には、Sofia（Société française 
des intérêts des auteurs de l’écrit）という団体が指
名され、管理に当たっている（8）。
　書籍が共同管理下に置かれると、Sofia により、再
版へ向けた手続きが進められる。まず、Sofia は、共
同管理下の書籍の発行元の出版者に対して、当該書籍
のデジタル形態での 10 年間の排他的な商業利用権の
付与を提案する。これを受諾した出版者は、3 年以内
にデジタル形態での商業利用を開始しなければならな
い（同 L. 第 134-5 条）。
　この提案が拒否された場合には、Sofia は、当該書
籍のデジタル形態での 5 年間の非排他的な商業利用権
を、希望するその他の出版者に付与することができる

（同 L. 第 134-3 条）。
　このようにして、実際にデジタル形態での再版が行
われた場合、Sofia は、その出版者から使用料を徴収し、
著作権者等に分配する。その額は、10 年の排他的な
商業利用の場合には、販売価格の 15%（ただし 1 冊
につき最低 1 ユーロ）となり、全額が著作権者に支払
われる。一方、5 年の非排他的な商業利用の場合には、
販売価格の 20%（最低 1 ユーロ）が徴収され、著作
権者と元々の印刷物の発行元である出版者に 50% ず
つ支払われる（ただし 1 ユーロの場合には著作権者に
0.75 ユーロ、発行元の出版者に 0.25 ユーロが支払わ
れる）（9）。
　Sofia によれば、ReLIRE 計画による書籍の販売が開
始されるのは、2015 年末である（10）。

最新の動向―孤児著作物のデジタル化―
　おわりに代えて、最新の動向として、2015 年 2 月
20 日に成立した孤児著作物（œuvres orphelines）の
デジタル化に関する法律（11）について紹介しておく。
この法律は、2012 年 10 月 25 日に制定された EU 孤
児著作物指令（2012/28/EU）（12）（CA1771 参照）を国
内法化するためのものである。
　この指令の趣旨は、その前文によれば、EU 加盟国
におけるデジタル化の促進と、孤児著作物の取扱いに
関する EU 加盟国間共通の方針の確立である。このよ
うな趣旨に従い、同指令及び法律は、図書館等が孤児
著作物をデジタル化し、インターネット上で公開する
ための制度の整備を目的とする。
　孤児著作物とは、同指令及びフランスの知的所有権
法典によれば、詳細な調査にもかかわらず、著作権者
が不明であるか、その所在が不明な著作物を指す（同
指令第 2 条及び知的所有権法典 L. 第 113-10 条）。こ
のうち、同指令及び法律が対象とするのは、著作権保
護期間内にあり、EU 加盟国において最初に出版され
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the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses 
of orphan works. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF, （accessed 2015-01-07）.
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